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（児童生徒の居場所作りを中心に）
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はじめに
【本日の趣旨】
教育委員会としては，今後「若者支援」の取り組みの重
要性が益々増していくと考えており，地方教育行政の組
織及び運営に関する法律第１条の４第１項第１号を踏ま
え，令和５年度第２回総合教育会議の議題とした（重点
施策）。
「若者支援」についての現状や課題を共有し，今後，市
⾧部局と教育委員会がより一層連携するきっかけとする。
現状や課題を踏まえ，市⾧，教育⾧，教育委員が「若者
支援」に関する意見交換を行う。
「若者支援」に関する助言をいただき，今後のより良い
施策につなげていく
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１ 現状での取り組み（その１）

①児童センター（こども部所管）
しこだ児童センター(H26.4～)，豊四季台児童センター(H17.11～)

において中高生の居場所事業を実施
【中高生の利用状況（人）】

②かしわ地域若者サポートステーション（経済産業部所管）
15歳から49歳までを対象に就労支援を実施（平成21年７月より開始）
【就労支援の取り組み状況（人）】R4年度 R3年度 R2年度 R元年度 H３０年度

新規登録者 １７６ １６０ １３４ １５８ １６４

就労決定者 ６５ ７７ ５７ ８８ ７９

R4年度 R3年度 R2年度 R元年度 H30年度

しこだ ２２ ４７ ６２ ３９０ ４９２

豊四季台 ２２２ ２０２ １７９ ７ ２０

名称：ほっとるーむ

名称：中高生のじかん
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１ 現状での取り組み（その２）
③ 学習支援事業（こども部，福祉部所管）
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１ 現状での取り組み（その３）

④学習スペース事業（市民生活部，生涯学習部）
■パレット柏
オープンスペースを開放（若者利用だけに限らない）
座席数８４席
※平日は夕方から満席になる。休日は終日満席
※高校生の利用が目立つ。（中学生の利用はあまりない。）

■ラコルタ柏
当日の空き室を学習スペースとして開放
令和3年7月20日から実施
利用登録者：1,215人（18歳未満765人，18歳以上450人）
※令和5年10月31日現在
平均利用人数：平日16人，土日等25人（令和４年度実績）
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１ 現状での取り組み（その４）
放課後子ども教室での新たな取り組み
【柏市の現状】
①平日における補充学習
小学校２～３年生を中心に週１回程度（平成１９年度から実施）。
令和元年度には全校実施。（現在，平日開催は40/42校で実施）。

②令和４年度より，居場所型への移行準備として，夏休み期間に地域
連携でのモデル事業を数校で実施

③夏休み子ども教室
ラコルタ柏や青少年センターなどを会場に，民間団体や高校などと
連携して実施しており，今年度は58講座955名が受講。

【国の動き】
新・放課後子ども総合プラン(H30.9.14通知・公表)として，放課後児童クラブ（学童保育）

の整備，放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施，学校施設の徹底活用などを通知
【全会派で請願が採択】
平日の放課後，スタッフの見守りの中で，子どもが自由に過ごすことができる放課後子ども教室を実
施してください。また，その利用料を無料または数百円程度の低額に抑えることで，すべての子どもの
放課後の安全・安心な居場所を確保してください。
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２ 子どもや若者を取り巻く現状①

①不登校の増加（人）※H30～R4での比較
・小学生で3.1倍，中学生で1.8倍
・学校へ通えない子の支援形態が多様化（フリースクール，ICT）

【不登校等児童生徒者数（人）】

【きぼうの園等利用者数（人）】

【データ】
・市内フリースクール設置数
８校（R4年度末）

・(小学生)17名(中学生)26名が通級
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２ 子どもや若者を取り巻く現状②

②いじめの認知件数
・全体的に上昇傾向ではある。

・H27年度からいじめ認知件数が
増加している理由
⇒H25年に「いじめ防止対策推進
法」が施行，いじめの定義が変わ
り，いじめを広く認知するように
なったため。いじめに対して，早
期に対応できることから，肯定的
に捉えている。

・令和２年度に減少した理由
⇒新型コロナウイルス感染症対策
として，学校が３カ月間休校と
なったこと，ソーシャルディスタ
ンス等の対策がとられていたこと
により，子ども同士の接触機会が
減少していたため。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

中学校 620 734 952 624 646 707 670 390 429 515

小学校 581 846 17862406257030783896315234713624
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３ 居場所の必要性

①居場所が多いほど自己肯定感が高い（図1）

②日本の若者は自己肯定感，意欲が低い傾向（図2）

③安心できる居場所として地域の機能が低下（図３）

④部活動の地域移行で土日の行き場が不足

【安心できる場所として回答した割合】
家庭(88%)>ネット空間(58%)>地域(53%)>学校(50%)
※地域や学校が安心できる場になっていない。
※家庭は，居場所として重要だが，家族と過ごす時間は低下傾向

居場所については，平成11年版 子供若者白書にはじめて記載
・非行防止，健やかな成⾧のため，居場所は必要との記述
・児童館の中高生利用や学童の⾧時間開設促進など対応策として掲載
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４ 国や県の動き，社会情勢等
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５ 他団体の状況

■千葉市や松戸市では若者支援に関する計画を策定済
■居場所機能の整備
松戸市：ひがまつテラス（東松戸，

R3.12～）をはじめ駅中
（元山，新八柱）など合
計５ヶ所整備

流山市：児童センターと図書館の
複合施設を整備（南流山，R4.12～）

野田市：乳幼児から中高生までの居場所，また，
保護者の交流の場として，「のだしこど
も館」を整備（R4.10～）
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６ （仮称）柏市子ども・子育て支援複合施設について

(※)写真はイメージ
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７ 居場所づくりのポイント

＊中高生モニター会議（こども基本法第11条）での子ども達の意見
①個性が尊重される場所
互いに認め合い否定されない。自分に自信を持てる。

②それぞれが活躍できる場所
趣味や興味を通じて皆が主役になれる。

③自由に楽しく過ごせる場所
お喋りや読書など好きに過ごせる。

④新たなつながりが生まれる場所
趣味などを通じた新たな仲間の発見

⑤現実逃避ができる場所
嫌な事や困難にぶつかった時の逃げ場

⑥「やってみたい」を実現できる場所
挑戦したいことの後押しをしてくれ自分を成⾧させてくれる

複合施設（5階）イメージ
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さいごに

居場所事業の推進は，児童生徒のwell-beingな状態を成
⾧し，社会での多様な活躍につなげていくことを期待する
ものです。

本日は，居場所事業推進のため，取り組みの方向性等に
ついて，ご助言いただき，より良い施策につなげていけれ
ばと思います。

居場所事業についてのご議論を，どうぞよろしくお願い
します。


